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事業規模集計（平成25～28年度）

 当該年度に契約締結した事業から見込まれる民間事業者の契約期間中の売上を一括計上（契
約期間は10年を超えるものを含む）。

 平成28年度において、類型Ⅰは２件（愛知県有料道路運営等事業、みなとみらい２１中央地区
20街区ＭＩＣＥ施設運営事業）の契約が締結され、約0.5兆円の事業規模となった。なお、平成
27年度の5.1兆円のうち、5.0兆円は関西国際空港・大阪国際空港。

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度
計

（H25～28年度）

類型Ⅰ　コンセッション事業 7兆円（目標） －円 0兆円 5.1兆円 0.5兆円 5.6兆円

類型Ⅱ　収益型事業 5兆円（目標） 0.4兆円 0.3兆円 0.9兆円 0.8兆円 2.4兆円

類型Ⅲ　公的不動産利活用事業 4兆円（目標） 0.3兆円 0.3兆円 0.3兆円 0.5兆円 1.3兆円

類型Ⅳ　その他PPP/PFI事業
　　　　（サービス購入型ＰＦＩ事業等）

5兆円（目標） 0.6兆円 0.5兆円 0.5兆円 0.6兆円 2.2兆円

合　計 21兆円（目標） 1.3兆円 1.0兆円 6.7兆円 2.4兆円 11.5兆円

PPP/PFI推進アクションプランにおける
事業規模目標（H25～34年度：10年間）



歳出削減・歳入増加効果（平成25～28年度）
○歳出削減・歳入増加効果（一括計上基準※）

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度
計

（H25～28年度）

－円 0百億円 0百億円 0百億円 0百億円

3百億円 3百億円 8百億円 8百億円 22百億円

12百億円 3百億円 8百億円 16百億円 40百億円

6百億円 5百億円 4百億円 6百億円 21百億円

22百億円 11百億円 20百億円 30百億円 83百億円

※当該年度に契約締結した事業から見込まれる契約期間中の歳出削減・歳入増加効果を一括計上（契約期間は10年をこえるものを含む）。

○歳出削減・歳入増加効果（単年度計上基準※）

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

2百億円 3百億円 9百億円 9百億円

※目標期間内（平成25年度以降）に契約締結した事業から見込まれる毎年度の歳出削減・歳入増加効果を各年度で計上。

合　計

類型Ⅰ　コンセッション事業

類型Ⅱ　収益型事業

類型Ⅲ　公的不動産利活用事業

類型Ⅳ　その他PPP/PFI事業
　　　　（サービス購入型ＰＦＩ事業等）

合　計



関西国際空港
大阪国際空港

平成28年4月から運営事業を実施中。

空 港

仙台空港 平成28年7月から運営事業を実施中。

水 道

奈良市
平成28年3月に実施方針の条例案を議会に提出したが、成立し
なかった。平成29年度にデューディリジェンスを実施(検討継続中)。

下水道

愛知県道路公社 平成28年10月から運営事業を実施中。

道 路

浜松市 平成30年4月から運営事業を実施中。但馬空港 平成27年1月から運営事業を実施中。

高松空港 平成30年4月から運営事業を実施中。

大阪市
平成27年2月・平成28年2月に実施方針に関する条例改正案
を議会に提出したが、成立しなかった(検討継続中)。

奈良市

三浦市 平成28年12月に事業の調査・審議を行う審議会を設
置する条例が公布。

神戸空港 平成30年4月から運営事業を実施中。

静岡空港
平成31年4月の事業開始に向け、平成30年3月に優
先交渉権者を選定。

福岡空港 平成31年4月の事業開始に向け、平成29年5月に募
集要項を公表。

北海道内７空港

広島空港

浜松市

伊豆の国市

宮城県

須崎市

宇部市 平成29年度にデューディリジェンスを実施。

平成29年度にマーケットサウンディングを開始。

平成29年度にデューディリジェンスを実施。

平成29年度にデューディリジェンスを実施。

平成32年度の事業開始に向け、平成30年3月に実施
方針を公表。

平成32年4月頃の事業開始に向け、平成30年3月に
募集要項を公表。熊本空港

平成33年4月頃の事業開始に向け、平成29年10月に
マーケットサウンディングを開始。

平成30年4月1日時点

文教施設

旧奈良監獄
平成31年10月の史料館運営開始に向け、平成29年
12月に実施契約を締結。

MICE施設

横浜市

愛知県
平成31年9月の事業開始に向け、平成29年12月に優
先交渉権者を決定。

平成32年4月の事業開始に向け、平成29年3月に実
施契約を締結。

公営住宅

神戸市(東多聞台) 平成28年12月に事業契約を締結。

東京都（北青山） 平成30年2月に事業契約を締結。

岡山市（北長瀬） 平成29年9月に事業契約を締結。

大阪府（吹田佐竹台・吹田高野台）

埼玉県（大宮植竹）

平成30年3月に事業契約を締結。

平成29年5月に基本協定を締結。

池田市（石橋） 平成29年6月に事業契約を締結。

※収益型事業・公的不動産利活用事業を含む。

平成28年3月に実施方針の条例案を議会に提出したが、成立し
なかった。平成29年度にデューディリジェンスを実施(検討継続中)。

※文教施設を重点分野に設定する以前である平成27年7月から
国立女性教育会館が運営事業を実施中。

村田町 平成29年度にデューディリジェンスを実施。

村田町 平成29年度にデューディリジェンスを実施。

南紀白浜空港

鳥取空港

平成31年4月の事業開始に向け、平成29年3月に実
施方針条例を制定。

平成30年7月の事業開始に向け、平成30年1月に優先
交渉権者を選定。

平成29年11月にマーケットサウンディングを開始。（仮称）大阪新美術館

京都市（八条） 平成30年1月に事業予定者を決定。

愛知県（東浦） 平成30年3月に事業契約を締結。

平成30年2月に実施方針を公表。

有明アリーナ
平成30年度の事業者の募集・選定に向け、平成29年
12月に実施方針を公表。

コンセッション事業等の重点分野の進捗状況



コンセッション事業等の重点分野の進捗状況① （所管省庁への照会結果（まとめ））

平成30年4月9日時点

導入可能性
調査
（注１）

デュー
ディリジェンス

（注１）

マーケットサウ
ンディング

（注１）

実施方針に
関する条例案

提出・公表

実施方針に
関する条例

制定

実施方針
策定

事業者公募

運営権設定・
実施契約

締結
（注２）

事業開始

（注１）着手したことをいう。 （注３）過去に実施したもの及び現在実施しているものをいう。

但馬空港 地方管理空港

関西・伊丹空港 ○ 会社管理空港

仙台空港 ○ 国管理空港

神戸空港 地方管理空港

高松空港 ○ 国管理空港

静岡空港 ○ 地方管理空港

福岡空港 ○ 国管理空港

鳥取空港 ○ 地方管理空港

熊本空港 ○ 国管理空港

北海道内複数空港 ○
国管理空港：新千歳、函館、釧路、稚内
特定地方管理空港：旭川、帯広
地方管理空港：女満別

南紀白浜空港 ○ 地方管理空港

広島空港 ○ 国管理空港

秋田空港 ○ 地方管理空港

青森空港 ○ 地方管理空港

富山空港 ○ 地方管理空港

佐賀空港 ○ 地方管理空港

大阪市 ※ ※ ※ ※ ○
※大阪市100％出資の運営会社を想定し、調査・検討等を
実施

奈良市 ○

浜松市 ○

伊豆の国市 ○

宮城県 ○ H32年度に事業開始予定

村田町 ○

ニセコ町 ○

近江八幡市 ○

木古内町 ○

大牟田市 ○

浜松市 ○ H30.4 事業開始

須崎市 ○ H31年度に事業開始予定

奈良市 ○

三浦市 ※1 ○
H33年度に事業開始予定
※1 コンセッション事業の導入検討のための審議会設置に
関する条例は策定済

宇部市 ○ 早ければH34年度に事業開始予定

村田町 ○

大阪市 ○
H27に「経営形態見直し基本方針」を策定し、H28.7に受け
皿会社「クリアウォーターOSAKA」を設立
早ければH31年度に事業開始予定

宮城県 ○ H32年度に事業開始予定

小松市 ○

大分市 ○

大牟田市 ○

道路
(１件)

愛知県 ○

空港
(６件)

下水道
(６件)

※H29年度

まで延長

H26年度
～

H28年度

水道
(６件)

※H30年度

まで延長

（注２）公営住宅については、
　　　　事業契約締結を含む。

当該事業
に対する
支援措置

（注３）

分野
(目標)

地域等 備考

進捗状況

集中強化
期間



コンセッション事業等の重点分野の進捗状況② （所管省庁への照会結果（まとめ））

平成30年4月9日時点

導入可能性
調査
（注１）

デュー
ディリジェンス

（注１）

マーケットサウ
ンディング

（注１）

実施方針に
関する条例案

提出・公表

実施方針に
関する条例

制定

実施方針
策定

事業者公募

運営権設定・
実施契約

締結
（注２）

事業開始

（注１）着手したことをいう。 （注３）過去に実施したもの及び現在実施しているものをいう。

旧奈良監獄

有明アリーナ

（仮称）大阪新美術館 ○

横浜市 ○

甲斐市 ○
富士吉田市外二ヶ村

恩賜県有財産保護組合
○

大野市 ○

忠岡町 ○

京都府 ○

京都市 ○

和歌山市 ○

盛岡市 ○

二戸市 ○

志木市 ○

福生市 ○

甲府市 ○

島田市 ○

伊豆の国市 ○

名古屋市 ○

春日井市 ○

神河町 ○

大牟田市 ○

沖縄市 ○

北中城村 ○

神戸市 ○ 公的不動産利活用事業（東多聞台）

池田市 ○ 公的不動産利活用事業（石橋）

岡山市 ○ 公的不動産利活用事業（北長瀬みずほ住座）

東京都 ※ ※ ※ ○
公的不動産利活用事業（北青山三丁目）
※PFI法上のものではない。

愛知県 ○ 公的不動産利活用事業（東浦）

大阪府 ※ ※ ※ ○
公的不動産利活用事業（吹田佐竹台、吹田高野台）※再公募時

に吹田高野台の事業と一体的に募集

埼玉県 ○ 公的不動産利活用事業（大宮植竹）

京都市 ○ 公的不動産利活用事業（八条）

川崎市 ○
コンセッション事業、収益型事業又は公的不動産利活用事
業　（市営住宅）

泉大津市 ○ 公的不動産利活用事業（寿・二田）

京都府 ○ 収益型事業又は公的不動産利活用事業　（向日台）

福知山市 ○ 収益型事業又は公的不動産利活用事業（つつじが丘･向野）

（注４）収益型事業や公的不動産利活用事業も含む。

クルーズ
船向け旅
客ターミナ

ル施設
(３件)

博多港 ○

横浜市

愛知県

福岡市 ○

地域等

進捗状況 当該事業
に対する
支援措置

（注３）

備考

（注２）公営住宅については、
　　　　事業契約締結を含む。

文教
施設
(３件)

H29年度
～

H31年度

ＭＩＣＥ
施設
(６件)

H28年度
～

H30年度

公営
住宅
(６件)
（注４）

集中強化
期間

分野
(目標)



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

記載

要領

→

本取組に関し、平成29年度末までに実施した取組（実施予定のも

のを含む。）について、何をいつ実施したか等を具体的かつ定量的に

記載してください。

本取組に係り、PPP/PFI推進アクションプラン

（平成30年改定版）に掲げる取組案を期

限とともに記載してください。

1 ３．推進

のための施

策

（１）実

効性のある

優先的検

討の推進

①国や全ての人口２０万

人以上の地方公共団体等

において、速やかに優先的検

討規程の策定が完了するよ

う、未策定団体の訪問等に

より、策定における課題の解

消に向けた助言等の支援を

実施する。

（平成

２９年

度末ま

で）

＜内閣

府＞

内閣府 個別訪問やイベント（プラットフォーム等）、電話等を通じて、未策定

団体に対して策定の再要請及び状況のヒアリング・課題解消に向けた

助言支援等を実施すると共に、多くの団体が共通して抱える課題

（算出したVFMの妥当性、客観性のある定性評価、調査費用の捻

出等）を平成29年12月の優先的検討部会にて整理したところであ

り、今後対策を検討することとした。また、平成29年度末の国及び全

ての地方公共団体の策定状況を現在調査中であり、4月以降に公

表予定である。

× 優先的検討規程の策定の

ため、団体訪問等による支

援を継続的に実施している

が、全団体での策定は完了

していないため。

国や全ての人口２０万人以上の地方公共団

体等において、速やかに優先的検討規程の策

定が完了するよう、策定における課題の解消に

向けた助言等の支援を実施するとともに、毎年

度策定状況を公表する。（平成３０年度か

ら）＜内閣府＞

2 ３．推進

のための施

策

（１）実

効性のある

優先的検

討の推進

②優先的検討規程の運用

状況をフォローアップし、既に

策定した運用の手引を踏ま

え、運用上の課題の抽出と

対応策の検討を行うことによ

り、運用状況の適正化を図

る。

（平成

２９年

度から）

＜内閣

府＞

内閣府 本年9月末時点の策定率及び策定・運用の課題を把握するべく、国・

全地方公共団体に対して上期フォローアップ調査を実施した。また、優

先的検討に関する優良事例の取組を実施している地方公共団体へ

ヒアリングも実施しており、それらの結果を踏まえ12月の優先的検討部

会において、運用における論点を整理したところである。

Ａ フォローアップ調査や優先的

検討に関する今後の論点整

理を滞りなく実施できている

ため。

【継続】

3 ３．推進

のための施

策

（１）実

効性のある

優先的検

討の推進

③優先的検討規程の策定

及び運用を行う人口２０万

人未満の地方公共団体に

対する支援事業を実施す

る。

（平成

２９年

度から）

＜内閣

府＞

内閣府 平成29年度、支援対象とする人口20万人未満の地方公共団体

（米子市）を選定（6月）。業務を委託するコンサルタントを決定

し、優先的検討規程策定と規程運用の初期段階の支援を実施。

Ａ 支援対象機関において、規

定の策定と案件形成に向け

た取組が進んでいるため

優先的検討規程の策定及び運用を行い、具

体的な案件形成に取り組む地方公共団体に

対する支援事業を実施する。（平成２９年

度から）＜内閣府＞

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組（以下「本取

組」という。）を抜粋して記載しています。

期限が平成29年度末までの事項

及び今回取組完了とする事項

　○：達成

　×：未達

上記以外（継続取組事項）

　A：十分に進捗している

　B：相当程度進捗している

　C：進捗が大きくない

　-：重点分野の件数目標期間中



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

厚生労働省 平成29年3月31日に策定した「水道事業におけるPPP/PFI手法導

入優先的検討規程の策定ガイドライン」を厚生労働省のホームページ

に掲載し、活用を図っている。また、「水道分野における官民連携協

議会」において、地方公共団体である水道事業者等に対して改めて

同規程の活用を周知した（4回実施）。

Ａ PPP/PFI推進アクションプラ

ンに掲げる具体的取組のと

おり実施されているため。

国土交通省

水管理・国

土保全局

平成29年1月に下水道事業における優先的検討規程に関するガイド

ラインを策定し、国土交通省のホームページに掲載して、地方公共団

体に周知した。また、平成29年2月に同ガイドラインに関する勉強会を

開催するとともに、優先的検討規程に係る相談について適宜対応を

実施し、地方公共団体向けの説明会等において周知をした。

Ａ 地方公共団体が優先的検

討規程を策定する際に参考

となるガイドラインを公表し、

説明会を実施している。ま

た、地方公共団体向けの説

明会等において周知している

ため。

5 ３．推進

のための施

策

（１）実

効性のある

優先的検

討の推進

⑤ＰＰＰ／ＰＦＩの導入

検討を一部要件化した事業

分野（公営住宅、下水

道）について、着実に運用

を実施する。

（平成

２９年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

住宅局

水管理・国

土保全局

（水局）

平成29年度予算から、社会資本整備総合交付金等において、人口

20万人以上の地方公共団体における下水処理施設の改築にあたっ

てのコンセッション導入検討の要件化や下水汚泥有効利用施設の新

設にあたってのPPP/PFI導入の原則化を運用している。

また、適用状況を踏まえ、必要に応じてコンセッションの検討内容を改

善する。

（住宅局）

地域居住機能再生推進事業の新規採択事業において、

・平成28年度より、「PPP/PFI手法の導入検討の要件化」とともに、

「その検討費用」について補助対象化

・平成29年度より、三大都市圏で実施する場合はPPP/PFI手法の

導入の要件化

を行い、事業を実施。

Ａ （水局）

平成29年度予算から、

PPP/PFIの導入検討を一

部要件化し、着実に運用を

実施しているため。

（住宅局）

地域居住機能再生推進事

業の新規採択事業におい

て、ＰＰＰ／ＰＦＩの導入

検討を一部要件化のうえ事

業を実施時しており、着実に

進捗中。

【継続】

※取組番号６との統合に伴い、「ＰＰＰ／Ｐ

ＦＩの導入検討を一部要件化した事業分野

（公営住宅、下水道、都市公園）について、

着実に運用を実施する。」に記載変更

6 ３．推進

のための施

策

（１）実

効性のある

優先的検

討の推進

⑥都市公園の交付金事業

の実施の際、平成２９年の

都市公園法の改正により新

たに設ける公募設置管理制

度を含むＰＰＰ／ＰＦＩ

の導入検討を一部要件化

する。

（平成

２９年

度ま

で）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

都市局

社会資本整備総合交付金等の都市公園事業の事業要件に次の規

程を追加（平成29年6月）。

「なお、人口20万人以上の地方公共団体が、概算事業費10億円

以上と見込まれる施設の整備を新たに実施する場合は、（中略）平

成29年の都市公園法改正により設けられた公募設置管理制度を含

むPPP/PFI 手法の導入に係る検討を了することを要件とする。（後

略）」

○ 「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アク

ションプラン（平成29年改

訂版）」に基づき、予定通り

対応済み。

【取組番号５に統合】

【取組番号２に統合】4 ３．推進

のための施

策

（１）実

効性のある

優先的検

討の推進

④上下水道における優先的

検討規程の策定及び実効

性のある運用が行われるよう

国においてフォローアップを行

う。

（平成

２９年

度から）

＜厚生

労働

省、国

土交通

省＞



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

7 ３．推進

のための施

策

（１）実

効性のある

優先的検

討の推進

⑦優先的検討の優良事例

の横展開の具体的推進を

図る。

（平成

２９年

度から）

＜内閣

府＞

内閣府 地方公共団体へのヒアリングを実施しており、年度内に他の地方公共

団体の参考となる情報を整理した後、横展開する予定である。

Ｂ 地方公共団体へのヒアリング

を実施したものの、地方公共

団体の経験値に応じた分か

りやすい情報の横展開が十

分には実施できていないた

め。

具体的な案件形成が実際に進むように、実施

主体の経験に応じた支援・情報（優良事例

等）の横展開を図る。なお、「ＰＦＩ事業実

施プロセスに関するガイドライン」等を通じて手

続きの簡易化が可能である旨を周知するととも

に、広域化とＰＰＰ／ＰＦＩの検討を連携

して行うことが有効となるケースも存在する旨も

周知する。（平成３０年度から）＜内閣府

＞

8 ３．推進

のための施

策

（１）実

効性のある

優先的検

討の推進

⑧地域の実情や運用状況

を踏まえ、人口２０万人未

満の地方公共団体への適

用拡大を図る。その際、実

効性が上がる方策について、

具体的に検討する。

（平成

２９年

度末ま

で）

＜内閣

府＞

内閣府 フォローアップ調査で人口20万人未満の地方公共団体における課題

について把握し、12月の優先的検討部会において今後の論点も整理

済である。また、ヒアリング調査した優先的検討に関する小規模地方

公共団体の取組を整理し、今後横展開を図る予定。

× 人口20万人未満の地方公

共団体について、策定・運用

状況のフォローアップとヒアリン

グによる課題把握・論点整

理を本年度行ったものの、具

体的な対策の検討は今後の

課題となったため。

地域の実情や運用状況、先行事例を踏ま

え、人口２０万人未満の地方公共団体への

導入促進を図るよう、経験の少ない地方公共

団体にも分かりやすい情報の横展開を図る。

（平成３０年度から）＜内閣府＞

ＰＰＰ／ＰＦＩの経験の少ない地方公共

団体や小規模の地方公共団体にも実施主体

の裾野拡大を図るため、実施主体の負担軽

減策として、柔軟性・実効性のある検討・導入

手法を検討する。（平成３０年度から）＜

内閣府＞

内閣府 平成29年度末までに計16地域の地域プラットフォーム形成支援を実

施（平成27年度：5地域、平成28年度：5地域、平成29年度：

6地域）

○ 形成数４７以上の目標達

成に向けて順調に形成が進

んでいるため。

国土交通省

総合政策局

平成29年度までに、計36地域を支援している。 ○ 平成29年度までに内閣府と

あわせて47以上の地域プ

ラットフォーム形成支援してい

るため。

9 ３．推進

のための施

策

（２）地

域プラット

フォームを

通じた案

件形成の

推進

①人口２０万人以上の地

方公共団体を中心に全国で

地域プラットフォームを４７

以上形成する。

（平成

３０年

度末ま

で）

＜内閣

府、国

土交通

省＞

【完了】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

国土交通省

総合政策局

平成29年度は、人口20万人未満の地方公共団体への参画をはた

らきかけ、団体数の更なる増加を図っている。

○ 平成30年1月時点で参画

自治体数307となっており、

参画団体数がさらに増加し

ているため。

内閣府 国土交通省と連携し、ホームページで募集をするとともに、各地方公

共団体を訪問した際に参加の働きかけを実施。

○ 平成28年度までに191団

体が参画しており、今年度は

人口20万人未満の地方公

共団体への参画を働きか

け、団体数の更なる増加を

図っているため。

内閣府 地方ブロックプラットフォームや各種講演の機会等を活用してマニュアル

の周知を図り、地域プラットフォームの形成や運営の参考にしてもらうよ

う働きかけを実施。また、既存プラットフォームに対しても周知し、今後

の運営においてマニュアルを参考にしてもらうよう働きかけを実施。

Ａ 地方ブロックプラットフォーム

等を通じた働きかけを実施で

きているため

国土交通省

総合政策局

ブロックプラットフォームにおいて周知している。 Ａ 地方ブロックプラットフォームに

てPPP/PFI地域プラット

フォーム運用マニュアル（概

要）を配布して周知を図っ

ているため。

【完了】

11 ３．推進

のための施

策

（２）地

域プラット

フォームを

通じた案

件形成の

推進

③運用マニュアルの周知を図

り、運用マニュアルを活用した

プラットフォーム形成及び効

果的な運営を働きかける。

（平成

２９年

度から）

＜内閣

府、国

土交通

省＞

【継続】

10 ３．推進

のための施

策

（２）地

域プラット

フォームを

通じた案

件形成の

推進

②地方ブロック単位で形成さ

れたブロックプラットフォームに

ついては、平成２８年度末

までに人口２０万人以上の

地方公共団体を中心に平

成２８年版で設定した目標

団体数を超える１９１団体

が参画しており、今後は人口

２０万人未満の地方公共

団体への参画を働きかけ、

団体数の更なる増加を図

る。

（平成

３０年

度末ま

で）

＜国土

交通

省、内

閣府＞



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

内閣府 既存プラットフォームの活動状況を確認する際に、併せて専門家派遣

の活用を紹介。要望に応じて専門家の派遣や内閣府職員による対

応を実施中。

Ａ 多くの既存地域プラットフォー

ムにおいて対応を実施してい

るため。

国土交通省

総合政策局

平成29年11月に「国土交通省PPPサポーター制度」を創設した。ノウ

ハウを有し、経験豊かな地方公共団体職員等や専門家を「国土交通

省PPPサポーター」に任命し、地方公共団体等からの質問や派遣依

頼に対応している。

Ａ 平成29年11月のサポーター

制度創設により地方公共団

体からの情報提供や助言の

依頼に対し、着実に対応し

ているため。

内閣府 平成29年度において複数の地方公共団体等で構成される広域的な

５地域（石川県域、岐阜県域、三重県域、京都府域、宮崎県

域）の地域プラットフォーム形成・運営を支援。

Ａ ５地域の広域的地域プラッ

トフォームを支援しているため

国土交通省

総合政策局

平成29年度までに、計7地域を支援している。 Ａ 平成29年度までに計7地域

の広域的な地域プラット

フォームの形成支援をしてお

り、着実に広域的な地域プ

ラットフォームの形成支援数

を増加させているため。

【継続】

13 ３．推進

のための施

策

（２）地

域プラット

フォームを

通じた案

件形成の

推進

⑤複数の地方公共団体等

で構成される広域的な地域

プラットフォームの形成・運営

を支援する。

（平成

２９年

度から）

＜内閣

府、国

土交通

省＞

⑤複数の地方公共団体・民間事業者等で構

成される広域的な地域プラットフォームの形成・

運営を支援する。

12 ３．推進

のための施

策

（２）地

域プラット

フォームを

通じた案

件形成の

推進

④地域プラットフォームの実

践ノウハウを有する専門家や

経験豊かな地方公共団体

職員を既存のプラットフォーム

に派遣し、情報提供、助言

等の支援を実施する。

（平成

２８年

度から）

＜内閣

府、国

土交通

省＞



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

内閣府 地方公共団体等にアンケートを実施し、地域プラットフォームの形成

数、具体の案件形成数の状況をフォローアップし、ホームページで結果

を公表する予定

Ａ 現状のフォローアップを実施

し、公表するため

国土交通省

総合政策局

平成29年度までの支援先、平成28年度までの支援成果は全て公

表済み。平成29年度の支援成果については平成30年度より随時公

表予定。

Ａ 国土交通省HP上に支援成

果等順次公表しているため。

内閣府 国土交通省と連携し、平成28年度より全国９ブロックにおいて継続

的に開催されている会議の中で国の施策や内閣府の取組に関する情

報提供や地方公共団体等との意見交換を実施。

Ａ ブロックプラットフォームを活用

し、施策等についての情報

提供を実施できたため。

国土交通省

総合政策局

全国9ブロックで継続的に開催している。平成29年度は、ニーズを把

握した上で以下の取組を実施。

・首長意見交換会（4ブロック）

・セミナー・ワークショップ（8ブロック）

・サウンディング（試行）（4ブロック）

また、コンセッションの先行事例を広く周知するためコンセッションセミナー

を開催するとともに、上記取組の際に国土交通省のコンセッションの取

組・推進に関する資料を配布。

Ａ ブロックプラットフォームでは、

PPP/PFIの推進に資する情

報提供を行うなどの取り組み

を積極的に行っているため。

16 ３．推進

のための施

策

（３）公

的不動産

における官

民連携の

推進

①道路上部空間の利用等

により、都市再生と一体的な

高速道路の大規模改修を

推進するため、首都高速道

路築地川区間をモデルケー

スとし、ＰＰＰの活用につい

て検討を引き続き推進する。

ー ＜国土

交通省

＞

国土交通省

道路局

関係者間で検討を実施。 Ｂ 関係者間で継続的に検討を

進めているため。

【継続】

【継続】

15 ３．推進

のための施

策

（２）地

域プラット

フォームを

通じた案

件形成の

推進

⑦ブロックプラットフォーム等を

積極的に活用し、地方公共

団体におけるＰＰＰ／ＰＦ

Ｉ事業推進に関する国への

施策ニーズの把握に努めると

ともに情報提供、助言等を

行う。

（平成

２８年

度から）

＜内閣

府、国

土交通

省＞

⑦ブロックプラットフォーム等を積極的に活用

し、地方公共団体・民間事業者におけるＰＰ

Ｐ／ＰＦＩ事業推進に関する国への施策

ニーズの把握に努めるとともに情報提供、助言

等を行う。

14 ３．推進

のための施

策

（２）地

域プラット

フォームを

通じた案

件形成の

推進

⑥地方公共団体等に対し

て、地域プラットフォームの形

成数や具体の案件形成数

等の実施状況のフォローアッ

プを実施し、結果を公表す

る。

（平成

２８年

度から）

＜内閣

府、国

土交通

省＞



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

17 ３．推進

のための施

策

（３）公

的不動産

における官

民連携の

推進

②平成２９年の都市公園

法の改正による公募設置管

理制度の創設等、ＰＰＰ

／ＰＦＩ手法の拡充を行

う。

（平成

２９年

度ま

で）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

都市局

第193回通常国会において都市緑地法等の一部を改正する法律が

成立、平成29年6月施行され、公募設置管理制度を創設。

○ 「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アク

ションプラン（平成29年改

訂版）」に基づき、予定通り

対応済み。

【完了】

都市公園法に基づく公募設置管理制度の着

実な導入促進を図る。（平成29年度から）

＜国土交通省＞

18 ３．推進

のための施

策

（３）公

的不動産

における官

民連携の

推進

③国立大学法人の土地等

について、当該法人の業務

に関わらない使途としても、

文部科学大臣の認可を受

ければ第三者に貸付けること

ができる制度が創設されたこ

とから、当該制度の活用によ

り、国立大学法人の資産の

有効活用が図られるようにす

るため、大学等に対して制度

等についての周知を図る。

（平成

２９年

度から）

＜文部

科学省

＞

文部科学省 ・国立大学法人法改正を受けた第三者への土地等の貸付の規制緩

和については、改正法が施行された平成29年4月1日以降、全国の

国立大学法人の学長等が出席する会議(平成29年6月15日)等も

含めた国立大学法人関係者が集まる会議等において周知を行ってい

るところ。

○ ・当該制度改正について、大

学関係者に対して必要な周

知等が図られたため。

【完了】

19 ３．推進

のための施

策

（３）公

的不動産

における官

民連携の

推進

④若年人口の減少に伴い、

今後小中学校等の遊休化

が急速に拡大する中で、地

域包括ケア拠点としての利

活用等、文教施設等の集

約・複合化等に向け、官民

合同検討会、地元企業参

画スキームの優良事例の横

展開等を行う。

（平成

２９年

度から）

＜文部

科学

省、厚

生労働

省、内

閣府＞

文部科学省 ・廃校活用事例集を活用し、各種説明会等において普及啓発を行

う。

・文科省・厚労省・内閣府とが連携し、地域プラットフォーム等を活用

した情報提供を行う。

・文教施設と福祉施設等を複合化した事例を盛り込んだ、文科省・

厚労省連名の資料を作成した。これを活用し、各種説明会等で情報

提供を行う。

Ａ ・文科省・厚労省が連携して

資料作成した。

・地域プラットフォーム等にお

いて、文教施設と地域包括

ケア拠点等の複合化につい

ての講演を、3回行った。

【継続】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

20 ３．推進

のための施

策

（３）公

的不動産

における官

民連携の

推進

⑤地方公共団体における公

共施設等総合管理計画及

び固定資産台帳の整備・公

表を引き続き進めることによ

り、公的不動産の活用への

民間事業者の参画を促す

環境の整備を進める。

ー ＜総務

省＞

総務省 【公共施設等総合管理計画】

都道府県及び指定都市については全団体、その他の市区町村につい

ては９9．4％の団体において、策定済み。（平成29年9月末時

点）また、各団体の公共施設等総合管理計画の策定状況を、総務

省のホームページにて公表している。

【固定資産台帳】

「整備済」が1,586団体（88.7％）、「整備中」が202団体

（11.3％）となっている。（平成29年9月末時点）また、各団体が

公表した固定資産台帳へのリンク集を、総務省のホームページにて公

表する予定（３月中）。

Ａ 公共施設等総合管理計画

については、平成29年9月

末時点でほぼ全ての団体に

おいて策定済みであり、ま

た、総務省ホームページにお

いて、公共施設等総合管理

計画の主たる記載項目の内

容について公表している。

固定資産台帳については、

平成29年9月末時点で約

９割の団体において整備済

みであり、今年度末までに全

ての団体で整備が完了する

よう要請している。また、各団

体が公表している固定資産

台帳へのリンク集を作成する

予定（３月中）。

地方公共団体における公共施設等総合管理

計画及び固定資産台帳の整備・公表を引き

続き進めることにより、公的不動産の活用への

民間事業者の参画を促す環境の整備を進め

る。総合管理計画については、個別施設計画

の内容等を反映させるなど、不断の見直しを

促し、充実を図る。＜総務省＞

国土交通省

総合政策局

平成29年度までに、全国6地域（東京、札幌、仙台、福岡、名古

屋、大阪）で、地方公共団体や民間事業者向けに、本ガイドをテー

マとした講演を実施。また、国土交通省のHPで公表している他、ブロッ

クプラットフォームや各種講演においても周知を図っている。

Ａ 本ガイドについて継続的に周

知を図っているため。

総務省 全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議において、地方

公共団体に対して周知を図っている。

Ａ 本ガイドについて継続的に周

知を図っているため。

内閣府 国土交通省と共催の地方ブロックプラットフォームをや各種講演を活用

して周知を図っている。

Ａ 周知活動を実施できている

ため

21 ３．推進

のための施

策

（４）民

間提案の

積極的活

用

①民間提案を促進するた

め、「ＰＰＰ事業における官

民対話・事業者選定プロセ

スに関する運用ガイド」の周

知を図る。

（平成

２９年

度から）

＜国土

交通

省、内

閣府、

総務省

＞

【継続】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

22 ３．推進

のための施

策

（４）民

間提案の

積極的活

用

②民間事業者が提案を行う

ために必要な情報提供、提

案に対する応答、提案の評

価方法、検討結果の公表、

提案を行う民間事業者の権

利利益の確保等を明記した

民間提案活用指針を策定

する。

（平成

２９年

度末ま

で）

＜内閣

府＞

内閣府 大府市への支援等を通じて、民間提案（ＰＦＩ法に基づかないもの

も含めて）に関し、実情や、情報提供のあり方、提案の評価方法等

の課題について調査検討を実施中。現在進行中の大府市の事業の

状況を踏まえて、民間提案活用指針の策定の必要性も含めて引き

続き検討中。

× 引き続き検討中のため。 官民対話・民間提案が一層積極的に活用さ

れるよう、支援事業や実施事例を通じての知

見の収集につとめ、既存の指針やガイドラインと

併せて周知を図る。（平成３０年度から）

＜内閣府＞

23 ３．推進

のための施

策

（４）民

間提案の

積極的活

用

③民間提案を活用する地方

公共団体等に対する支援を

実施する。

（平成

２９年

度から）

＜内閣

府＞

内閣府 平成29年度、支援対象とする地方公共団体（大府市）を選定

（6月）。業務を委託するコンサルタントを決定し、民間提案を活用

した取組に対する支援を実施。

Ａ 支援対象機関において、民

間提案募集が行われ、案件

形成に向けた取組が進んで

いる

【継続】

24 ３．推進

のための施

策

（４）民

間提案の

積極的活

用

④優先的検討プロセスにお

ける民間提案制度のあり方

を検討する。

（平成

２９年

度末ま

で）

＜内閣

府＞

内閣府 優先的検討に係る課題（算出したVFMの妥当性、客観性のある定

性評価、調査費用の捻出等）を平成29年12月の優先的検討部

会にて整理した。

× 現時点では課題の整理に止

まり、具体的な検討が今後

の課題となったため。

【取組番号８（優先的検討の実施主体の負

担軽減策）に統合】

ＰＰＰ／ＰＦＩの経験の少ない地方公共

団体や小規模の地方公共団体にも実施主体

の裾野拡大を図るため、実施主体の負担軽

減策として、柔軟性・実効性のある検討・導入

手法を検討する。（平成３０年度から）＜

内閣府＞

25 ３．推進

のための施

策

（５）情

報提供等

の地方公

共団体に

対する支

援

①国土交通大学校等の国

の教育機関を活用し、実践

的なカリキュラムを充実させる

などにより、ＰＰＰ／ＰＦＩ

事業に関する知識を有する

職員等を育成する。

（平成

２８年

度から）

＜国土

交通

省、内

閣府＞

国土交通省

総合政策局

平成29年度は講師に実務経験やノウハウが豊富な自治体職員や専

門家を招き、事業発案から実施までの一連の流れを踏まえた講義を

実施した。（参加者は91名。（前年度比約2倍））

Ａ 国土交通大学校の研修など

により、自治体職員の知識・

ノウハウの向上に努めている

ため。

【継続】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

26 ３．推進

のための施

策

（５）情

報提供等

の地方公

共団体に

対する支

援

②ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に

関する地方公共団体等から

の照会・相談に対応する省

庁横断的なワンストップ窓口

について、公的不動産利活

用事業やバンドリング・広域

化等の照会・相談に対応で

きるよう調整体制を強化する

とともに、その周知を図る。

（平成

２９年

度末ま

で）

＜内閣

府＞

内閣府 ＰＰＰ／ＰＦＩの実務を経験し、迅速に対応できる政策調査員等

を配置。平成29年度に政策調査員を増員し体制強化を図っている。

また、各種講演等を通じてワンストップ窓口支援の周知を実施。

その他、ワンストップ窓口の制度の創設を盛り込んだPFI法改正法案

を平成30年通常国会に提出した

○ 体制を強化しつつ自治体等

の各種問合せに対応してい

る

改正ＰＦＩ法案で創設する予定のワンストッ

プ窓口や、地方公共団体等の求めに応じた助

言機能等が円滑に運用されるよう速やかに体

制を整え、効果的な助言等を実施する。（平

成３０年度から）＜内閣府＞

27 ３．推進

のための施

策

（５）情

報提供等

の地方公

共団体に

対する支

援

③ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の

専門家や法律、会計、税

務、金融等の高度な専門的

知識を有するコンセッション事

業の専門家を地方公共団

体等に派遣し、ＰＰＰ／Ｐ

ＦＩ事業の実施に関する情

報提供、助言等の支援を実

施する。

（平成

２８年

度から）

＜内閣

府＞

内閣府 地方公共団体等への専門家派遣は平成28年度46件実施。平成

29年度は12月末時点で41件の申込があり、情報提供、助言等を

行っているところ。

また、高度専門家派遣による支援事業として平成28年度に大阪市

の新美術館計画、平成29年度に南伊豆町の広域型廃棄物処理施

設の整備・運営計画を支援した。

Ａ 地方公共団体のニーズに応

え、十分な支援が実施でき

たため。

【継続】

28 ３．推進

のための施

策

（５）情

報提供等

の地方公

共団体に

対する支

援

④バンドリング・広域化、ある

いは公的不動産利活用を

含めた幅広い種類のＰＰＰ

事業について先導性の高い

優良事例を収集する。この

際、地域経済の活性化への

貢献のほか、庁内での意思

決定段階、プロジェクト推進

段階、あるいは地元関係者

との合意形成の段階等に踏

み込んでの成功要因の分析

も行い、これを同種・類似の

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業を実

施しようとする地方公共団体

等へ情報提供することにより

横展開を図る。

（平成

２９年

度から）

＜内閣

府＞

内閣府 平成29年度、調査業務を活用し、事例についての情報収集を行い、

活用が進んでいない分野や重点的に推進を図るべき分野等、分野ご

との状況を把握。それぞれの分野の状況に応じた情報収集及び横展

開について検討を実施中。

Ｂ 検討実施中のため。 【継続】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

国土交通省

総合政策局

平成28年度は5ブロック（関東、中部、東北、四国、九州）、平成

29年度は4ブロック（北陸、近畿、北海道、中国）と全国9ブロックで

首超意見交換会を開催した。

Ａ 全国で首長意見交換会を

開催したため。

内閣府 国土交通省と連携し、全国のブロックプラットフォームにおける首長意

見交換会を実施。

また、資産経営・公民連携首長会議に参加し、首長向けに講演を実

施。

Ａ 首長意見交換会や首長向

けの講演を実施できているた

め

30 ３．推進

のための施

策

（５）情

報提供等

の地方公

共団体に

対する支

援

⑥ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に

関する提案受付・相談窓口

を設置するとともに、国自ら

先行事例の形成を図る。

（平成

２９年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

総合政策局

国土交通省のホームページ上に「PFI相談窓口」を設けている。また、

自治体単位のプラットフォーム支援においても案件形成を図っている。

Ａ 国土交通省のホームページ

上に相談窓口を整え、幅広

な相談受け付け体制を整え

るとともに、支援を行っている

自治体単位のプラットフォー

ムに対しては積極的に働きか

け案件形成の促進を図って

いるため。

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に関する提案受付・相

談窓口を設置し、自治体の案件形成の検討

に対して助言等を行う。（平成29年度から）

＜国土交通省＞

31 ３．推進

のための施

策

（５）情

報提供等

の地方公

共団体に

対する支

援

⑦水道・下水道事業の広域

化等及び更なる民間活用の

促進のため、「公営企業の

経営のあり方に関する研究

会」報告書に示された留意

点等について、地方公共団

体への周知を図る。

（平成

２９年

度から）

＜総務

省＞

総務省 全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議（平成30年1

月25日）や全国都道府県・政令都市公営企業管理者会議など、

地方公共団体を対象とした各種会議等において周知を図っていく。

Ａ 平成29年４月以降、地方

公共団体を対象とした各種

会議等において説明を行っ

ており、地方公共団体への

周知が図られているため。

【継続】

29 ３．推進

のための施

策

（５）情

報提供等

の地方公

共団体に

対する支

援

⑤首長、地方議会等のＰ

ＰＰ／ＰＦＩに対する理

解促進を図るため、首長、

地方議会等を対象としたセミ

ナー等を実施する。

（平成

２９年

度から）

＜国土

交通

省、内

閣府＞

【継続】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

32 ３．推進

のための施

策

（６）株

式会社民

間資金等

活用事業

推進機構

の活用

①リスクマネーの「呼び水」と

しての機構の出融資を最大

限活用し、案件形成プロセ

スの早期の段階から牽引役

としての役割を果たし、重点

分野に掲げるコンセッション事

業の着実な実現を図るととも

に、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法

導入優先的検討規程や公

共施設等総合管理計画の

本格的な運用を開始する地

方公共団体を中心に収益

型事業を推進する。

（平成

２８年

度から）

＜内閣

府＞

内閣府 ・平成29年度は、1月末時点までに、5案件（むつざわスマートウェル

ネスタウン拠点形成事業、帯広市新総合体育館整備運営事業等）

について支援決定

Ａ 着実に支援実績を積み重ね

ており、今年度から優先的

検討規程や公共施設等総

合管理計画の運用が開始さ

れたことを受けて、今後より

一層資金供給機能を発揮

することが想定される。

【継続】

33 ３．推進

のための施

策

（６）株

式会社民

間資金等

活用事業

推進機構

の活用

②上下水道のコンセッション

事業の導入に当たっては、こ

れらの事業が抱える中長期

的な経営上の課題について

首長の認識や住民の理解を

得ることが前提となる。このた

め、機構のコンサルティング機

能をフルに活用し、上下水

道の事業計画・収支計画・

資金計画等の検討をサポー

トし、コンセッション事業の導

入に向けた検討を促進す

る。

（平成

２８年

度から）

＜内閣

府＞

内閣府 ・浜松市上下水道事業管理者と上水道コンセッションの制度設計に

係る論点を整理

・宮城県上工下水一体官民連携運営検討会に参加のうえ、制度設

計に係る意見を陳述

・近江八幡市上下水道局に病院ＰＦＩ事業との違いと水道コンセッ

ションの意義・論点・留意点を説明し、意見を交換

・須崎市下水道担当部と下水道コンセッションの論点・留意点を説明

し、意見を交換

・下水道展（2017年）の併催企画として国土交通省が開催した

「下水道における課題解決のためのＰＰＰ／ＰＦＩ説明会」におい

て基調講演を実施

・国土交通省による「下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に

向けた検討会」に参加し、意見を交換

・厚生労働省・経済産業省による「水道分野における官民連携推進

協議会」に参加し、意見を交換

Ａ 様々な規模の地方公共団

体と意見交換等を行ってお

り、機構のコンサルティング能

力が発揮されている。

【継続】

34 ３．推進

のための施

策

（６）株

式会社民

間資金等

活用事業

推進機構

の活用

③地域におけるＰＦＩ事業

で地域の民間事業者が主

導的な役割を担うことができ

るよう、ＰＦＩに係る知識や

具体的案件への取組方法

等の情報提供を行うととも

に、地域金融機関等に対し

リスク分析手法や契約実務

等に係るプロジェクトファイナ

ンスのノウハウの移転を進め、

地域人材の育成を図る。

（平成

２８年

度から）

＜内閣

府＞

内閣府 ・現在進行中の案件に関わる事業者や金融機関へのサポートを行うと

ともに、国土交通大学校、東海財務局及び地域プラットフォーム（相

模原市、宮崎県及び石川県）等で、PFIのファイナンスについて講演

を実施

Ａ 引き続き、地域金融機関等

からの出向者受入や講演・

セミナー等を通じて地域人材

の育成を図ることが必要。

【継続】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

35 ３．推進

のための施

策

（６）株

式会社民

間資金等

活用事業

推進機構

の活用

④コンセッション事業を推進

する地域金融機関、民間機

関投資家等の関係者との協

議を継続するとともに、案件

の形成支援と資金の供給を

通じて、全国各地において

多様な分野で多数の収益

型事業に対して安定的に民

間資金が供給されるような

環境の整備に寄与することに

より、民間インフラファンドの

組成を推進する。

（平成

２８年

度から）

＜内閣

府＞

内閣府 ・地銀等３行、民間ファンド８社、証券会社１社と、機構からの出資

を得た形での民間インフラファンド設立に係るファンド運営方法及び投

資案件動向に係る意見交換を実施。

また、三菱商事株式会社の100%連結子会社である丸の内インフラ

ストラクチャー株式会社が組成した丸の内インフラストラクチャー投資事

業有限責任組合について支援決定。

Ａ ・様々な業種の会社と意見

交換を実施しており、今後

投資対象となる案件の動向

やファンドの運営方法等につ

いて協議を行っている。

また、これまでの取り組みの

意見交換の実施の結果、今

年度に三菱商事が組成した

インフラファンドへの支援決定

を行っている。

【継続】

36 ４．集中

取組方針

①空港 空港運営の自由度を高め、

既存ストックを活用した新規

需要の開拓や交流人口の

拡大による地域活性化に資

するため、次に掲げる措置等

により、原則として全ての国

管理空港にコンセッションを

拡大するとともに、地方管理

空港においても積極的な導

入を図る。なお、国管理空

港においては、今後のコン

セッションに関する制度整備

（ガイドラインの改定等も含

む）や議論も踏まえて、平

成２９年末までに関係府省

にて議論・整理する。

（平成

２９年

度末ま

で）

＜国土

交通

省、関

係府省

＞

国土交通省

航空局

・国管理空港の第1号案件である仙台空港においては、平成28年7

月より東急前田豊通グループが設立した仙台国際空港株式会社が

空港運営事業を開始しており、高松空港においては、平成29年7月

に優先交渉権者を選定し、平成30年4月からの運営開始を予定して

いる。

福岡空港においては、平成31年度からの運営開始に向けて公募選

定手続きを行っており、熊本空港おいては、平成32年度からの運営

開始に向けて平成30年1月に実施方針を公表したところ。

このほか、北海道7空港（うち3空港は地方管理空港）においては平

成32年度の運営開始に向けて、広島空港においても平成33年度の

運営開始に向けた手続きを開始している。

地方管理空港についても、神戸空港において、平成29年7月に優先

交渉権者を選定し、平成30年4月からの運営開始を予定しているほ

か、鳥取空港においては平成30年7月の運営開始に向けて、静岡空

港、南紀白浜空港においても、平成31年度からの運営開始に向けて

公募選定手続きを行っている。

・国管理空港のコンセッションにおけるこれまでの対応について外部有

識者による検証を行い、検証結果を今後の案件に反映していく。

Ｂ 空港コンセッション案件は着

実に進捗しているため。

国管理空港における今後の

コンセッションについては、関

係省庁で議論しているところ

だが、平成29年末までに整

理できていないため。

空港運営の自由度を高め、既存ストックを活

用した新規需要の開拓や交流人口の拡大に

よる地域活性化に資するため、次に掲げる措

置等により、原則として全ての国管理空港にコ

ンセッションを拡大するとともに、地方管理空港

においても積極的な導入を図る。なお、国管

理空港のコンセッションにおけるこれまでの対応

について外部有識者による検証を行い、検証

結果を今後の案件に反映していく。

37 ４．集中

取組方針

①空港 ・コンセッションを推進するため

の個別施策に関し、進捗状

況を「見える化」する。

（平成

２９年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

航空局

コンセッション関連のセミナー、シンポジウム等に職員を派遣するなどの

取組を実施するとともに、国土交通省ホームページにおいて、各空港に

おける進捗状況、先行事例の公募書類等や提案概要、成果等を公

表している。

Ａ 国内外のセミナー・シンポジウ

ムにおいて講演等を実施した

ほか、国土交通省ホーム

ページにおいて、各空港にお

ける進捗状況等をわかりやす

く紹介するよう努めているた

め。

【継続】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

38 ４．集中

取組方針

①空港 ・コンセッション実施による地

域活性化等の効果を把握・

公表し、コンセッションに対す

る地域の理解・機運を高め

る。

（平成

２９年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

航空局

コンセッション関連のセミナー、シンポジウム等に職員を派遣するなどの

取組を実施するとともに、国土交通省ホームページにおいて、各空港に

おける進捗状況、先行事例の公募書類等や提案概要、成果等を公

表している。

Ａ 国内外のセミナー・シンポジウ

ムにおいて講演等を実施した

ほか、国土交通省ホーム

ページにおいて、各空港にお

ける進捗状況等をわかりやす

く紹介するよう努めているた

め。

【継続】

39 ４．集中

取組方針

①空港 ・静岡空港や、北海道の小

規模空港の事例を踏まえた

事業モデルを構築し、横展

開を図ることで、コンセッション

の導入を抜本的に加速す

る。

（平成

２９年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

航空局

空港管理者に対して静岡空港の事例やコンセッションの考え方等を示

すとともに、空港管理者からの個別の相談に対して積極的な助言等を

行っている。今後、北海道の小規模空港の事例についても空港管理

者である自治体に示す予定。

Ａ 地方管理空港の自治体担

当者からのコンセッション導入

に関する相談等に随時対応

を実施。イコールフルッティン

グの確保については、あらた

めて空港管理者である自治

体への周知を実施予定であ

るため。

【継続】

40 ４．集中

取組方針

①空港 ・北海道における７空港でのコンセッ

ションの導入については、以下の５原

則に基づいて具体化・推進し、イコー

ルフッティングの確保や特定地方管理

運営者制度の活用のために必要な事

項の検討などの必要な施策も実施し

た上で運営権者選定を図る。

Ⅰ．４管理者が、７空港一体という

枠組みに変更がないということを共有

する。そして成功に向けて一致団結し

て責任を共有する。

Ⅱ．４管理者は、一心同体のプロ

ジェクトチームとして共同で公平な入札

を行い、競争の中で成長力も含めた

７空港全体の能力強化に貢献する

運営権者を選定する。

Ⅲ．運営権者の提案や要求水準を

遵守しない事態が続いた場合には、４

管理者全ての契約解除を念頭に対

処できる包括的な仕組みをつくる。

Ⅳ．黒字の空港による赤字補てんと

いう形ではなく、民間の経営力と統合

効果による自治体管理空港の成長を

目指す。

Ⅴ．原則としては、選ぶ側と選ばれる

側の立場の混同につながる管理者に

よる出資は行わない。

（平成

３１年

度末ま

で）

＜国土

交通

省、内

閣府＞

国土交通省

航空局

北海道における7空港については、5原則に基づき、イコールフッティング

の確保や特定地方管理者制度も踏まえて策定した基本スキーム案に

より、平成29年7～9月に民間投資意向調査（マーケットサウンディン

グ）の手続きを実施するとともに、平成30年2月に北海道内７空港

の管理者間において、実施方針の策定に向けた基本的事項を発表

し、４管理者が連携して、実施方針を策定・公表予定。

なお、イコールフッティングの確保については次期成長戦略策定前に各

地方公共団体へ周知文書を発出する予定。

Ａ 北海道における７空港の一

体運営については、４管理

者による協議会等を逐次開

催することにより、関係者の

合意を得ながら、イコールフッ

ティングの確保や特定地方

管理運営者制度の活用の

ために必要な事項の検討な

どの必要な施策の検討を

行ったため。

【継続】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

41 ４．集中

取組方針

①空港 ・コンセッション事業者の創意

工夫が十分に発揮されるよう

規制の緩和や合理化を進め

る。

（平成

２８年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

航空局

コンセッション事業者の規制緩和要望を踏まえ、携帯品免税制度の

見直しについて平成29年度税制改正要望において要望した結果、

昨年12月の与党税制改正大綱に盛り込まれ、平成29年4月から制

度運用が開始された。

国内線の保安区域内への旅客以外の者の入場を可能とする仕組み

の導入に関しては、安全性に配慮することを前提に、関係者の意見を

聞きながら規定改正等の検討を進めている。

保安区域への厨房機器等の持込み等については現行制度で対応可

能である旨、運営権者（仙台空港）に伝達済み。

国と運営権者の間で区分所有されているCIQ施設について、運営権

者への所有権移転及び国への貸与を進め、ターミナルビル内の柔軟な

レイアウト変更を可能にすることについては、運営権者において計画内

容の具体化を進めているところであり、関係省庁とも連携しながら検討

を進めているところ。

Ａ コンセッション事業者の要望

を踏まえて、左記の取り組み

を実施しているため。

【継続】

42 ４．集中

取組方針

②水道 次に掲げる措置等により、６

件のコンセッション事業の具

体化を目標とする。合わせ

て、既に検討に着手している

案件について、事業開始ま

で切れ目ない支援を行うこと

により、コンセッション事業の

着実な導入促進を図る。

（平成

３０年

度末ま

で）

＜厚生

労働省

＞

厚生労働省 平成29年9月から新たに宮城県村田町が資産評価に着手し、宮城

県、浜松市等を含む合計6自治体が資産評価（デューデリジェンス）

に着手する等のコンセッション事業の具体化に取り組んでいる。その他、

9自治体において、コンセッション方式を含む官民連携に向けた検討が

行われている。その上で、既に検討に着手している上記15自治体と定

期的に意見交換を実施することにより切れ目ない支援を行っている。

－ PPP/PFI推進アクションプラ

ンに掲げる具体的取組のと

おり実施されているため。

次に掲げる措置等により、平成２６年度から

平成３０年度までを集中強化期間として、６

件の具体化を目標とする 。なお、平成３０年

３月に国会に提出された水道法の一部を改

正する法律案や、平成３０年２月に国会に

提出されたＰＦＩ法の一部を改正する法律

案で規定する上下水道事業に係る債務を地

方公共団体が運営権対価で繰上償還する際

の補償金の減免措置を通じて、制度の改善や

インセンティブ設計を行っており、合わせて、既

に検討に着手している案件について、事業開

始まで切れ目ない支援を行うことにより、コン

セッション事業の着実な導入促進を図る。
43 ４．集中

取組方針

②水道 ・水道事業の財務や経営の

「見える化」を推進するため、

中長期的な水道料金の見

込み等が記載された事業計

画の策定・公表状況につい

て国においてフォローアップを

行う。

（平成

２９年

度から）

＜厚生

労働省

＞

厚生労働省 料金制度について中長期的な見通しに立った分析、検討を行うことを

含む水道事業ビジョンを厚生労働省から水道事業者等に策定を求め

ており、年度末までにその策定・公表の状況をフォローアップする。また、

水道事業者等は、水道施設の更新に関する費用を含むその事業に

係る見通しを作成し、公表するよう努めなければならないこととする等の

水道の基盤を強化するための水道法の一部を改正する法律案を平

成29年３月７日に国会へ提出したが、平成29年９月28日に衆議

院が解散し、審議未了により廃案となった。平成30年３月９日に同

法案が閣議決定され、同日、第196回通常国会に提出された。今

後、同法案の早期の成立を目指してまいりたい。

Ａ 水道事業ビジョンの策定・公

表の状況をフォローアップして

おり、また、法案が成立した

場合、PPP/PFI推進アクショ

ンプランに掲げる具体的取組

のとおり実施されるため。

【継続】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

44 ４．集中

取組方針

②水道 ・水道事業にコンセッション事

業を活用することにより民間

経営の原理を導入すること

が、広域化と併せ水道事業

の長期的な健全性の確保に

とって有効な方策であること

を国が率先して示すことによ

り、地方公共団体によるコン

セッション事業の活用を強力

に後押しする。

（平成

２８年

度から）

＜厚生

労働省

＞

厚生労働省 厚生労働省が主催する「水道分野における官民連携協議会」や「水

道の基盤強化のための地域懇談会」等において、コンセッション事業等

に関する国の取組状況について情報提供を行うとともに、先行的に取

り組んでいる事例を紹介することなどにより、地方公共団体によるコン

セッション事業の活用を促進した（官民連携協議会は、H29年度は

計4回実施、地域懇談会は、H29年度は計5回実施）。

Ａ PPP/PFI推進アクションプラ

ンに掲げる具体的取組のと

おり実施し（H29年度は官

民連携推進協議会などを合

計9回開催）、その中で積

極的な情報共有等を図って

いるため。

【継続】

45 ４．集中

取組方針

②水道 ・水道分野におけるコンセッ

ション等事業の検討促進や

住民不安の解消を目的と

し、全国各地で水道分野に

おける官民連携推進協議

会や地域懇談会等を活用し

た啓発活動を実施する。

（平成

２９年

度から）

＜厚生

労働省

＞

厚生労働省 厚生労働省が主催する「水道分野における官民連携協議会」や「水

道の基盤強化のための地域懇談会」等において、官民連携による取

組事例を紹介する等の啓発活動を実施するとともに、民間資金等活

用事業推進機構など専門家を交えた意見交換行い、ノウハウの共有

を図った（官民連携協議会は、H29年度は計4回実施、地域懇談

会は、H29年度は計5回実施）。

Ａ PPP/PFI推進アクションプラ

ンに掲げる具体的取組のと

おり実施し（H29年度は官

民連携推進協議会などを合

計9回開催）、その中で積

極的な情報共有等を図って

いるため。

【継続】

46 ４．集中

取組方針

②水道 ・水道法の一部を改正する

法律案が成立した場合に

は、水道事業においてコン

セッション事業を実施する際

に参考となる契約書及び要

求水準書のひな形の作成及

び周知を実施する。

（平成

２９年

度から）

＜厚生

労働省

＞

厚生労働省 平成29年９月28日に衆議院が解散し、水道法の一部を改正する

法律案は審議未了により廃案となった。平成30年３月９日に同法

案が閣議決定され、同日、第196回通常国会に提出された。今後、

同法案の早期の成立を目指すとともに、契約書及び要求水準書のひ

な形の作成等に取り組む。

－ 取組の前提となる水道法の

一部を改正する法律案が成

立していないため、進捗を示

すことができないが、引き続

き、PPP/PFI推進アクション

プランに掲げる具体的取組

のとおり取り組む予定である

ため。

【継続】

47 ４．集中

取組方針

②水道 ・水道事業の具体の案件形

成を行うため、既に第三者

委託等のＰＦＩ事業に取り

組んでいる地方公共団体等

を対象に更なる首長等への

トップセールスを実施する。

（平成

３０年

度末ま

で）

＜厚生

労働省

＞

厚生労働省 平成29年度は、24水道事業者等に対してトップセールスを実施し

た。

Ａ PPP/PFI推進アクションプラ

ンに掲げる具体的取組のと

おり実施されているため。

【継続】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

48 ４．集中

取組方針

②水道 ・水道法の一部を改正する

法律案が成立した場合、水

道事業におけるコンセッション

制度の運用について、事業

の安定性、安全性、持続性

の確保に留意するとともに、

新たな許可制度の運用につ

いて詳細を検討する。

（平成

２９年

度から）

＜厚生

労働省

＞

厚生労働省 平成29年９月28日に衆議院が解散し、水道法の一部を改正する

法律案は審議未了により廃案となった。平成30年３月９日に同法

案が閣議決定され、同日、第196回通常国会に提出された。今後、

同法案の早期の成立を目指すとともに、新たな許可制度の運用につ

いて詳細に検討する予定。

－ 取組の前提となる水道法の

一部を改正する法律案が成

立していないため、進捗を示

すことができないが、引き続

き、PPP/PFI推進アクション

プランに掲げる具体的取組

のとおり取り組む予定である

ため。

【継続】

49 ４．集中

取組方針

②水道 ・これらの取組の実施状況に

ついて、四半期ごとにフォロー

アップを行う。

（平成

２８年

度から）

＜厚生

労働省

＞

厚生労働省 これらの取組の実施状況について、四半期ごとにフォローアップを行っ

た。

Ａ PPP/PFI推進アクションプラ

ンに掲げる具体的取組のと

おり実施されているため。

【継続】

50 ４．集中

取組方針

②水道 ・水道分野において先導的

に取り組む地方公共団体に

対しては、案件形成に向け

て他分野での先進的な取組

事例に関する情報提供や助

言等により継続的な支援を

行う。

（平成

２９年

度から）

＜厚生

労働省

＞

厚生労働省 水道分野における官民連携協議会において、他分野の先進事例で

ある公共下水道におけるコンセッション事例（浜松市）や工業用水

道分野の動向等に関する情報提供等を実施するとともに、宮城県・

奈良市・浜松市など先進的に取り組む水道事業者に対して定期的に

技術的助言や意見交換を行った。

Ａ 先進的に取り組みを実施し

ている宮城県・奈良市・浜松

市において、マーケットサウン

ディングを実施するなど具体

的な検討が進行しているた

め。

【継続】

51 ４．集中

取組方針

③下水道 次に掲げる措置等により、６

件のコンセッション事業の具

体化を目標とする。合わせ

て、既に検討に着手している

案件について、事業開始ま

で切れ目ない支援を行うこと

により、コンセッション事業の

着実な導入促進を図る。

（平成

２９年

度末ま

で）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

水管理・国

土保全局

大阪市・宮城県・小松市・大分市・大牟田市では、コンセッション方式

等の検討が行われており、事業の具体化に向けた助言等を実施した。

また、平成30年4月に事業開始予定の浜松市に加え、奈良市、三

浦市、須崎市、宇部市、村田町のように、すでに事業の具体化に向

けた取組を進めている都市も含め、これらの地方公共団体に対して案

件スキームの検討や課題の抽出等に関する支援を行うとともに、定期

的に意見交換や助言等を実施することにより切れ目ない支援を行っ

た。

－ 地方公共団体に対する助

言等、切れ目ない支援の結

果、村田町が平成29年10

月にデューデリジェンス実施に

至っており、来年度事業開

始予定の浜松市、すでに具

体化している須崎市、三浦

市、奈良市、宇部市と合わ

せて目標6件の達成に向け

て努力をしているため。

引き続き重点分野とし、６件の実施方針の策

定完了の達成までフォローアップを続けるものと

する。なお、６件の実施方針の策定完了まで

の目標期間を平成３１年度末までとする。



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

52 ４．集中

取組方針

③下水道 ・下水道事業の財務や経営

の「見える化」を推進するた

め、中長期的な下水道料金

の見込みが記載された事業

計画の策定・公表について

国においてフォローアップを行

う。

（平成

２９年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

水管理・国

土保全局

全国の下水道管理者において、中長期的な下水道料金の見込みが

記載された事業計画を平成30年11月までに策定することとなってお

り、平成29年12月末における事業計画の策定率は49％である。ま

た、策定された事業計画については、適宜国土交通省のホームページ

上で公表している。

Ａ 中長期的な下水道料金の

見込みが記載された事業計

画について、着実に策定が

進んでおり、策定された事業

計画を国土交通省のホーム

ページに公表することで、財

務や経営の「見える化」を推

進しているため。

・下水道事業の財務や経営の「見える化」を

推進するため、経営に関する指標について、地

方公共団体間で比較できる情報を提供すると

ともに、下水道事業における中長期の収支見

通しを見直すための推計モデル(「Model G」)

の活用を促進する。また、中長期的な下水道

使用料の見込みが記載された事業計画の策

定・公表について国において引き続きフォロー

アップを行う。

53 ４．集中

取組方針

③下水道 ・先行的に下水道のコンセッ

ション事業に取り組んでいる

浜松市のコンセッション事業

の着実な事業開始を支援す

る。その他具体的に検討を

進めている大阪市・奈良市・

三浦市・須崎市・宇部市等

に対して、技術的な助言等

を実施し、案件形成を支援

する。これらの地方公共団

体における課題やその解決

策等を抽出し、国が率先し

て示すことにより、地方公共

団体によるコンセッション事業

の活用を強力に後押しする。

（平成

２８年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

水管理・国

土保全局

浜松市は平成30年4月の事業開始に向け、準備を進めているところ

であり、継続して支援を行った。また、その他に検討を進めている地方

公共団体については、案件形成や課題の検討等について財政的支

援や助言を実施した。引き続き、これらの都市に対する支援を行うとと

もに、得られた課題への対応策や知見等については、「下水道における

新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会」を平成29年度に5回

開催し、他の地方公共団体に共有した。また、本年7月に新たに「下

水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会　民間セク

ター分科会」を設置しており、更なるコンセッション事業の促進のための

課題等を検討し、同事業の活用を強力に後押ししている。

Ａ 先行的にコンセッション事業

に取り組む浜松市等に対す

る支援を実施するとともに、

地方公共団体向けの検討

会や地方ブロック単位での説

明会などにおいて、課題や解

決策等を示し、コンセッション

事業等の導入促進を図って

いるため。

先行的に下水道のコンセッション事業に取り組

んでいる浜松市のコンセッション事業の着実な

事業実施を支援する。その他具体的に検討を

進めている地方公共団体に対して、技術的な

助言等を実施し、案件形成を支援する。これ

らの地方公共団体における課題やその解決策

等を抽出し、国が率先して示すことにより、地

方公共団体によるコンセッション事業の活用を

強力に後押しする。

54 ４．集中

取組方針

③下水道 ・「下水道における新たなＰ

ＰＰ／ＰＦＩ事業の促進

に向けた検討会」に民間企

業を加え、官民リスク分担等

の課題について対応策等の

検討を行う。

（平成

２９年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

水管理・国

土保全局

平成29年度は「下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた

検討会」を計5回開催した。（3月の開催予定も含む）また、地方公

共団体の検討会とは別に、本年7月に新たに「下水道における新たな

PPP/PFI事業の促進に向けた検討会　民間セクター分科会」を設置

し、民間事業者の視点でのPPP/PFI事業の導入促進のために、官民

リスク分担等の課題の検討等を実施した。（第2回民間セクター分科

会については、2月に開催予定）

Ａ 平成29年度は、地方公共

団体向けの検討会を5回、

民間企業向けの検討会を2

回開催し、官民リスク分担

等の課題について検討を実

施し、報告書をとりまとめて

公表する予定であるため。

「下水道における新たなＰＰＰ／ＰＦＩ事

業の促進に向けた検討会｣や｢民間セクター分

科会｣を通じて官民のリスク分担や課題の解

決方策について、検討を進めるとともに、コン

セッション事業に取り組む地方公共団体の検

討の状況の「見える化」を行う。

55 ４．集中

取組方針

③下水道 ・「下水道における新たなＰ

ＰＰ／ＰＦＩ事業の促進

に向けた検討会」とは別に、

ブロック単位等の地方におい

て、意見交換会等を行い、

国の職員等を派遣する。

（平成

２９年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

水管理・国

土保全局

平成30年1～2月に、「下水道における新たなPPP/PFI事業の促進

に向けた検討会」とは別に地方整備局（全国10箇所）において、地

方公共団体向けに官民連携等についての勉強会を実施する。

Ａ 「下水道における新たな

PPP/PFI事業の促進に向け

た検討会」とは別に全国10

箇所において、地方公共団

体向けの勉強会を行ってい

るため。

【継続】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

56 ４．集中

取組方針

③下水道 ・下水道分野において、コン

セッション事業の更なる具体

の案件形成を行うため、首

長等へのトップセールスを実

施する

（平成

２９年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

水管理・国

土保全局

平成29年度は32の地方公共団体の首長や事業管理者等に対して

実施している（平成29年12月末）。引き続き、コンセッション事業の

更なる具体の案件形成を行うため、トップセールスを実施していく。

Ａ 平成28年度に比べおよそ2

倍の地方公共団体に働きか

け、「下水道における新たな

PPP/PFI事業の促進に向け

た検討会」への参画団体数

も増加しているため。（検討

会には平成29年12月時点

で約60の団体が参画）

【継続】

57 ４．集中

取組方針

③下水道 ・これらの取組の実施状況に

ついて、四半期ごとにフォロー

アップを行う。

（平成

２８年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

水管理・国

土保全局

アクションプラン記載の各種取組について、四半期毎にフォローアップを

行った。

Ａ 各種取組について適切な

フォローアップを行ったため。

【継続】

58 ４．集中

取組方針

③下水道 ・コンセッションを含むＰＰＰ

／ＰＦＩの導入促進に向

け、官民リスク分担に関する

ガイドラインの策定等新たな

措置を講ずる。

（平成

２９年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

水管理・国

土保全局

コンセッションを含むPPP/PFIの導入促進に向け、民間セクター分科会

での議論等を踏まえ、報告書等にとりまとめて公表する予定である。

Ａ 平成29年度において、民間

セクター分科会を設置し、課

題の検討等を実施し、地方

公共団体向けのPPP/PFI

検討会との連携を行い、報

告書をまとめる予定であるた

め。

【取組番号５４に統合】

59 ４．集中

取組方針

③下水道 ・下水処理施設等の改築へ

の支援（社会資本整備総

合交付金等）にあたって、コ

ンセッションの導入の検討を

要件化したところであり、具

体的成果が速やかに現れる

よう、制度改正の趣旨を地

方公共団体に周知徹底す

るとともに、コンセッションの導

入に係る検討の状況の「見

える化」の検討を含め、制度

を効果的に運用するための

仕組みを整理する。

（平成

２９年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

水管理・国

土保全局

全国下水道主管課長会議等をはじめ、各種会議等でコンセッション

導入検討要件化等の制度改正を周知している。

各地方公共団体のコンセッション導入に向けた取組状況については、

未来投資会議においても公表しており、内閣府のホームページ上にも

掲載しているところ。今後も引き続き、検討の状況の「見える化」を実

施していく。

Ａ コンセッションの導入の検討

要件化について、制度改正

の趣旨を地方公共団体へ

周知するとともに、コンセッショ

ン導入の取組状況を未来投

資会議で公表し、内閣府の

ホームページに掲載すること

で、取組状況の「見える化」

を実施したため。

【取組番号５と５４に統合】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

60 ４．集中

取組方針

④道路 今後新たに実施を希望する

管理者が出てきた場合に

は、特区制度側での対応も

踏まえつつ、その時点で新た

な数値目標の設定のあり方

を速やかに検討する。

ー ＜国土

交通省

＞

国土交通省

道路局

61 ４．集中

取組方針

④道路 ・愛知県道路公社の先行事

例について、他の道路公社

へのコンセッション事業の適用

拡大を図るため、その成果等

を情報収集しつつ、情報提

供を始めとした横展開を図

る。

（平成

２８年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

道路局

62 ４．集中

取組方針

⑤文教施

設

次に掲げる措置等により、平

成２８年度から平成３０

年度までの集中強化期間

中に３件のコンセッション事

業の具体化を目標とする。

（平成

３０年

度ま

で）

＜文部

科学省

＞

文部科学省 ・報告書「文教施設（スポーツ施設、社会教育施設及び文化施

設）における公共施設等運営権制度の可能性と導入について」を用

い、地域プラットフォーム等を通じて、地方公共団体等に普及啓発を

行う。

・具体的な案件形成が進むよう、平成２９年度から、先導的に事業

の検討を行う地方公共団体に対する支援事業を実施。（平成２９

年度予算事業。平成３０年度も引き続き実施予定。）併せて、文

科省において実務的な手引きについて策定する。（平成２９年度予

算事業）

－ ・現時点で実施契約締結1

件、実施方針の策定１件と

なっているため。

・先導的開発事業として、コ

ンセッション事業の導入を検

討する自治体を3件採択

し、支援を行った。

・手引きについては策定に向

け、実施中である。

【継続】

63 ４．集中

取組方針

⑤文教施

設

・文教施設（スポーツ施設、

社会教育施設及び文化施

設をいう。以下同じ。）につ

いて、有識者検討会の最終

報告を踏まえ、コンセッション

事業を活用した利用者の満

足度の向上や収益性を高め

る取組が実行されるよう、地

方公共団体を支援する。

（平成

２８年

度から）

＜文部

科学省

＞

文部科学省 ・具体的な案件形成が進むよう、平成２９年度から、先導的に事業

の検討を地方公共団体に対する支援事業を実施。（平成２９年度

予算事業。平成３０年度も引き続き実施予定。）

Ａ ・先導的開発事業として、コ

ンセッション事業の導入を検

討する自治体を3件採択

し、支援を行った。

【継続】

愛知県道路公社の先行事例については、地方ブロックプラットフォーム

や関係者会議において、情報提供を実施してきている。

Ａ 愛知県道路公社の先行事

例について、地方ブロックプ

ラットフォーム等において、情

報提供を実施しているため。

愛知県道路公社の先行事例について、他の

道路公社へのコンセッション事業の適用拡大を

図るため、その成果等を情報収集しつつ、情

報提供を始めとした横展開を図る。



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

64 ４．集中

取組方針

⑤文教施

設

・文教施設の具体の案件形

成を行うため、関係府省と連

携しながら、地方公共団体

等への働きかけを実施する。

（平成

２８年

度から）

＜文部

科学省

＞

文部科学省 ・地域プラットフォーム、地方公共団体向けの説明会、事務連絡等を

活用し、地方公共団体等に対し、有識者会議の報告書や文科省及

び他省庁の予算事業等について周知。

・また、内閣府予算事業に採択されている自治体にも個別ヒアリングを

実施。

Ａ ・地域プラットフォームや各種

セミナー等において、文教施

設のPPP/PFIについての講

演を、13回行った。

・有識者検討会の最終報告

書を印刷製本し、地方自治

体へ発送した。またその際、

事務連絡で支援事業につい

て周知した。

・内閣府予算事業に採択さ

れている自治体へ個別ヒアリ

ングを行った。

【継続】

65 ４．集中

取組方針

⑤文教施

設

・文教施設へのコンセッション

事業の活用の在り方に関す

る有識者検討会での最終

報告を踏まえ、地方公共団

体において具体の案件形成

が行われるよう、引き続き地

方公共団体に対する支援を

実施するとともに、実務的な

手引きを策定する。

（平成

２９年

度から）

＜文部

科学省

＞

文部科学省 ・具体的な案件形成が進むよう、平成２９年度から、先導的に事業

の検討を行う地方公共団体に対する支援事業を実施。併せて、文科

省において実務的な手引きについて策定予定。（平成２９年度予

算事業）

Ａ ・先導的開発事業として、コ

ンセッション事業の導入を検

討する自治体を3件採択

し、支援を行った。

・手引きについては策定に向

け、実施中である。

有識者検討会の最終報告を踏まえ、地方公

共団体において文教施設の具体の案件形成

が行われるよう、実務的な手引きの周知を図

る。（平成３０年度から）＜文部科学省＞

66 ４．集中

取組方針

⑤文教施

設

・有識者検討会の最終報告

を踏まえ、都市部の文教施

設における案件形成におい

ては、周辺の他施設も包含

した複合的運営による集客

力拡大等の取組が進められ

るよう、地方公共団体を支

援する。

（平成

２８年

度から）

＜文部

科学

省、内

閣府＞

文部科学省 ・文部科学省において、有識者会議（「文教施設における公共施設

等運営権の導入に関する検討会」）を設置し、平成２９年３月末

に最終報告書を取りまとめ、複合的運営の可能性や先導的な検討

事例を整理。

・具体的な案件において、複合的運営の検討が進むよう、平成２９

年度から、先導的に事業の検討を地方公共団体に対する支援事業

を実施。（平成２９年度予算事業。平成３０年度も引き続き実施

予定。）

Ａ ・地域プラットフォーム等にお

いて、有識者検討会の最終

報告書についての講演を13

回行った。

・有識者検討会の最終報告

書を印刷製本し、地方自治

体へ発送した。またその際、

事務連絡で支援事業につい

て周知した。

・先導的開発事業として、コ

ンセッション事業の導入を検

討する自治体を3件採択

し、支援を行った。

【継続】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

67 ４．集中

取組方針

⑥公営住

宅

次に掲げる措置等により、平

成２８年度から平成３０

年度までを集中強化期間と

して、６件のコンセッション事

業、収益型事業又は公的

不動産利活用事業の具体

化を目標とする。

（平成

３０年

度ま

で）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

住宅局

68 ４．集中

取組方針

⑥公営住

宅

・公営住宅の建替・集約化

に際して、低所得者の居住

の安定を図ることを前提とし

つつ、民間事業者の経営手

法や創意工夫を活用するこ

とにより管理運営の効率化と

資産価値の向上を図るととも

に、余剰地の有効活用等を

通じて収益化を目指すことが

重要である。

ー ＜国土

交通省

＞

国土交通省

住宅局

69 ４．集中

取組方針

⑥公営住

宅

・このため、将来的なコンセッ

ション事業の活用を視野に

入れ、収益型事業や公的

不動産利活用事業の積極

的活用により、公的負担の

抑制を図る。

（平成

２８年

度から）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

住宅局

・予算措置等の内容については下記のとおり

- 地方公共団体におけるＰＰＰ／ＰＦＩ導入を支援する事業（基

本構想検討に対する支援）を実施。

- 社会資本整備総合交付金において、「ＰＰＰ／ＰＦＩ等の事業

手法による民間投資の誘発を促進する事業」を重点配分対象化。

- 地域居住機能再生推進事業の新規採択事業において、H２８年

度より、「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入検討の要件化」とともに、「その

検討費用」について補助対象化。さらに、H29年度より、三大都市圏

で実施する場合はＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入を要件化。

・平成３０年度までに６件の案件形成の目標に対し、現時点で４

件（神戸市、池田市、岡山市、東京都）が事業契約済。

・目標の達成に向けて、現在４件（埼玉県、大阪府、京都市、愛知

県）が事業予定者を決定し、事業契約の締結に向けた調整を行って

いるところ。

－ ＰＰＰ/ＰＦＩ検討等への

予算措置等により、平成３

０年度までに６件の案件形

成の目標に向けて、現時点

で3件が事業契約済、4件が

事業予定者決定済。また、

3件が事業者募集中であ

り、着実に進捗中。

【継続】

平成３０年度以降についても、目標達成に

向けて、左記の事業について引き続き支援を

実施。



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

70 ４．集中

取組方針

⑦クルーズ

船向け旅

客ターミナ

ル施設

次に掲げる措置等により、平

成２９年度から平成３１

年度までを集中強化期間と

して、３件のコンセッション事

業の具体化を目標とする。

（平成

３１年

度ま

で）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

港湾局

－

71 ４．集中

取組方針

⑦クルーズ

船向け旅

客ターミナ

ル施設

・福岡市ウォーターフロント再

開発のコンセッション案件等

において、海外の事例やユー

ザーのニーズを踏まえたスキー

ム構築を支援し、先行事例

の形成を図る。

（平成

３１年

度ま

で）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

港湾局

Ｂ

72 ４．集中

取組方針

⑧ＭＩＣ

Ｅ施設

次に掲げる措置等により、平

成２９年度から平成３１

年度までを集中強化期間と

して、６件のコンセッション事

業の具体化を目標とする。

（平成

３１年

度ま

で）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

観光庁

・下記2件（横浜市みなとみらい21中央地区・20街区MICE施設・

愛知県国際展示場）のコンセッション事業が進捗中。

（参考）

【横浜市みなとみらい21中央地区・20街区MICE施設】

平成32年4月の事業開始に向け、平成29年3月に実施契約を締

結。

【愛知県国際展示場】

平成31年9月の事業開始に向け、平成29年7月に募集要項を公表

し、12月に優先交渉権者を決定、平成30年1月に基本協定を締

結。

－ 31年度までに6件の目標に

対し、29年度2件が実施契

約締結に至ったため。

【継続】

73 ４．集中

取組方針

⑧ＭＩＣ

Ｅ施設

・福岡市ウォーターフロント再

開発のコンセッション案件等

の先行事例を踏まえ、コン

セッション方式のメリット等に

係る情報を他の地方公共団

体に対し積極的に提供し、

これら地方公共団体におけ

る同方式の導入を促してい

く。

（平成

３１年

度ま

で）

＜国土

交通省

＞

国土交通省

観光庁

・平成29年7月、観光庁において策定した「関係府省MICE支援アク

ションプラン中間とりまとめ」に基づき、「MICE施設の運営等におけるコ

ンセッション方式の導入促進」に向けて、関係府省と連携し取り組み

中。

・コンセッション方式導入の可能性がある自治体・施設を整理し、神戸

市などに対し同方式の導入に向けた働きかけを行った。また、観光庁に

て設置した「グローバルMICE都市・都市力強化対策本部」や国土交

通省主催の「コンセッション事業推進セミナー」等の機会を活用し、各

自治体MICE担当者の知見の共有等を行った。

Ａ 観光庁による情報共有だけ

でなく、「グローバルMICE都

市・都市力強化対策本部」

や官民連携政策課主催の

「コンセッション事業推進セミ

ナー」では直接自治体から同

方式の導入経緯等について

知見の共有の場を設ける事

ができたため。

・横浜みなとみらい21や愛知県国際展示場の

コンセッション案件等の先行事例を踏まえ、コン

セッション方式のメリット等に係る情報を他の地

方公共団体に対し積極的に提供し、これら地

方公共団体における同方式の導入を促してい

く。（平成31年度まで）

福岡市ウォーターフロント再開発のコンセッション案件について、スキーム

構築を支援。

福岡市ウォーターフロント再

開発のコンセッション案件につ

いて、平成30年頃の公募開

始に向けて、福岡市のスキー

ムの検討が進捗した。

【継続】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

74 ４．集中

取組方針

⑨その他の

分野及び

分野横断

的事項

・公営発電施設について、コ

ンセッション方式を活用した

ＰＦＩ事業のあり方につい

て検討し、重点分野の指定

と数値目標の設定について

結論を得る。

（平成

２９年

度末ま

で）

＜経済

産業省

＞

経済産業省 公営発電事業者からコンセッション方式を活用したＰＦＩ事業に対す

る意見を聴取し、期待される効果と問題点・課題を洗い出し。さらに、

意見を踏まえ、水力発電の促進とコンセッション方式によるＰＦＩ事

業への移行検討を促す観点から、平成３０年度予算において、コン

セッション方式によるＰＦＩ事業の導入を前提とした、水力発電開発

地点のＦ／Ｓ調査に対する補助事業を新たに計上。

○ PPP/PFI推進アクションプラ

ンに掲げる具体的取組のと

おり実施

〇公営水力発電

次に掲げる措置等により、平成３０年度から

平成３２年度までを集中強化期間として、３

件のコンセッション事業の具体化を目標とする。

・コンセッション方式によるＰＦＩ事業の導入を

前提とした水力発電開発地点の導入可能性

調査に対する補助事業を計上し、地方公共

団体における検討、移行を支援する。

75 ４．集中

取組方針

⑨その他の

分野及び

分野横断

的事項

・工業用水道事業へのコン

セッション方式導入案件形

成に向けた導入可能性等

調査５件を目標に実施す

る。

（平成

３０年

度末ま

で）

＜経済

産業省

＞

経済産業省 コンセッション方式の案件形成に向けた導入可能性等調査を５自治

体を対象に実施

○ PPP/PFI推進アクションプラ

ンに掲げる具体的取組のと

おり実施

〇工業用水道

次に掲げる措置等により、平成３０年度から

平成３２年度までを集中強化期間として、３

件のコンセッション事業の具体化を目標とする。

・コンセッション方式の案件形成に向けた導入

可能性調査やデューディリジェンス等を実施す

る。

厚生労働省 厚生労働省の予算事業において、コンセッション方式の活用を選択肢

の1つとして考える自治体における官民連携に係る検討を支援してい

る（平成28年度：近江八幡市及び竜王町、平成29年度：小諸

市）。また、コンセッション事業等の導入に向けた調査等に関する事業

に要する負担の一部を支援している(平成28年度：橋本市、紀の川

市及びニセコ町、H29年度：京都府、村田町及びニセコ町）。

Ａ PPP/PFI推進アクションプラ

ンに掲げる具体的取組のと

おり実施されているため。

国土交通省

総合政策局

※その他該

当あれば

（総政局）

平成29年度までに、先導的官民連携支援事業により12件の支援を

実施している。

（水局）

平成29年度はコンセッション事業を含むPPP/PFIの導入を検討してい

る三浦市、宇部市、小松市、須崎市、奈良市、赤磐市、周南市、津

幡町、富士市の案件形成に関する準備事業の支援を実施した。

Ａ （総政局）

先導的官民連携支援事業

により継続的にコンセッション

事業の導入に向けた調査等

の支援を実施しているため。

（水局）

平成29年度は、コンセッショ

ン事業を含むPPP/PFIの導

入を検討している地方公共

団体に対して検討を支援し

ている。また、平成30年度に

おいても、同様の支援を継

続する予定であるため。

76 ４．集中

取組方針

⑨その他の

分野及び

分野横断

的事項

・地方公共団体等が行う

デューデリジェンス等のコンセッ

ション事業の準備事業に要

する負担に対する支援を実

施する。

（平成

２８年

度から）

＜厚生

労働

省、国

土交通

省＞

【継続】



PPP/PFI推進アクションプラン(平成29年改定版)に掲げる具体的取組の進捗状況（各府省庁の回答）

章 節 内容 期限
担当

府省庁
平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取

組

番

号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取

回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組の進捗状況

進捗度評価

（各府省庁による自己評

価）

77 ４．集中

取組方針

⑨その他の

分野及び

分野横断

的事項

・民間事業者との対話を通

じてコンセッション事業の更な

る活用推進を図るため整理

した課題への解決に向けて、

別紙の措置を講ずる。

（平成

３０年

度末ま

で）

＜関係

府省＞

関係府省から随時報告を受け、内閣府にてガイドラインを策定。 ○ ガイドラインを策定したため。 【完了】

内閣府 ○ 必要な措置を講ずる法案を

国会に提出したため。

総務省 ○ 必要な措置を講ずる法案を

国会に提出したため。

公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合におけ

る手続面の課題を解決し、実質的に当初予定していた措置と同様の

効果を得るべく、利用料金等に関する地方自治法の特例の創設を盛

り込んだPFI法改正法案を平成30年通常国会に提出した。

【完了】

※内閣府令、基本方針、ガイドライン等の関

連法令・制度の制定は追って対応

78 ４．集中

取組方針

⑨その他の

分野及び

分野横断

的事項

・指定管理者でない公共施

設等運営権者が、特定の第

三者に対して、公共施設等

の設置の目的の範囲内で

あっても使用を許すことが可

能となるよう、ＰＦＩ法につ

いて、平成３０年通常国会

において必要な法制上の措

置を講ずる。

（平成

２８年

度から）

＜内閣

府、総

務省＞



PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）に新たに掲げる具体的取組案（各府省庁の回答） 　  　　
取組
番号

本取組の概要 章 節 期限 担当府省庁 平成29年度末までの取組
平成30年度以降の取組

（改定アクションプランの記載案）

新1

・実施主体の負担を軽減する柔軟性・
実効性のある検討・導入手法の開発を
検討する。
・実施主体の経験に応じた支援・情報
の横展開を行う。

３．推進のた
めの施策

（１）実効性
のあるＰＰＰ
／ＰＦＩ導入
検討・優先的
検討の推進

平成３０年度
から

内閣府 －

③ＰＰＰ／ＰＦＩの経験の少ない地方公共
団体や小規模の地方公共団体にも実
施主体の裾野拡大を図るため、実施主
体の負担軽減策として、柔軟性・実効性
のある検討・導入手法を検討する。
②地域の実情や運用状況、先行事例を
踏まえ、人口２０万人未満の地方公共
団体への導入促進を図るよう、経験の
少ない地方公共団体にも分かりやすい
情報の横展開を図る。
※現アクションプランの進捗確認シート
の取組番号8にも記載

新2
PPP/PFI推進に資するデータの見える
化の推進を図る。
（優先的検討規程関連）

３．推進のた
めの施策

（１）実効性
のあるＰＰＰ
／ＰＦＩ導入
検討・優先的
検討の推進

平成３０年度
から

内閣府
平成29年度末・30年度上半期末の策定
状況を調査・公表。

策定における課題の解消に向けた助言
等の支援を実施するとともに、毎年度策
定状況を公表する。
※現アクションプランの進捗確認シート
の取組番号1にも記載

新3
PPP/PFI推進に資するデータの見える
化の推進を図る。
（民間事業の参入意欲刺激）

２．ＰＰＰ／Ｐ
ＦＩ推進に当
たっての考え
方

（１）基本的
な考え方

内閣府 －

・・・より多くの民間事業者・投資家を呼
び込み、提案を積極的に引き出すた
め、民間事業者・投資家の参入意欲を
刺激するようなデータ（潜在的な市場規
模等）の「見える化」も図る・・・

新4
市場性の低い低未利用公的不動産利
活用について、優良事例の成功エッセ
ンス等を抽出し、横展開を図る。

３．推進のた
めの施策

（３）公的不
動産におけ
る官民連携
の推進

平成３０年度
から

内閣府
国土交通省
（土地・建設
産業局）

－

⑤低未利用公的不動産の有効活用が
図られるよう、経験値の少ない地方公
共団体に対しても分かりやすいように配
慮した情報の横展開を図る。例えば、
市場性の低い地域であっても有効活用
が図られている優良事例を収集し、共
通する成功要素や他地域でも活用でき
る知見等を抽出することや、平成３０年
３月に改訂した「公的不動産（ＰＲＥ）の
民間活用の手引き」の周知等を通じ、地
方公共団体が積極的に公的不動産の
有効活用を図るような環境の整備を進
める。



PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）に新たに掲げる具体的取組案（各府省庁の回答） 　  　　
取組
番号

本取組の概要 章 節 期限 担当府省庁 平成29年度末までの取組
平成30年度以降の取組

（改定アクションプランの記載案）

新5

改正ＰＦＩ法案で創設する予定のワンス
トップ窓口や、地方公共団体等の求め
に応じた助言機能等が円滑に運用され
るよう速やかに体制を整え、効果的な
助言等を実施する。

３．推進のた
めの施策

（５）情報提
供等の地方
公共団体に
対する支援

平成３０年度
から

内閣府 －

改正ＰＦＩ法案で創設する予定のワンス
トップ窓口や、地方公共団体等の求め
に応じた助言機能等が円滑に運用され
るよう速やかに体制を整え、効果的な
助言等を実施する。
※現アクションプランの進捗確認シート
の取組番号26にも記載

新6

PPP/PFIの活用が進む先進的な地方公
共団体における取組や組織設計等の
成功エッセンスを抽出し、横展開を図
る。

３．推進のた
めの施策

（５）情報提
供等の地方
公共団体に
対する支援

平成３０年度
から

内閣府 －

⑨ＰＰＰ／ＰＦＩの活用が進む先進的な地
方公共団体の取組や組織設計等のう
ち、共通する要素や特徴的な要素等を
抽出し、他の地方公共団体で参考とな
るような情報の横展開を図る。

新7 更なる啓発とメッセージ発信を行う。

２．ＰＰＰ／Ｐ
ＦＩ推進に当
たっての考え
方

（１）基本的
な考え方

内閣府
政府インターネットTV等による啓発やア
クションプランや各種手引等によるメッ
セージ発信を実施。

・・・首長・地方議会等の理解促進のた
めに更なる啓発とメッセージ発信が重
要である。・・・

新8
PPP/PFI推進の障害事項を整理し、対
策を検討する。

２．ＰＰＰ／Ｐ
ＦＩ推進に当
たっての考え
方

（１）基本的
な考え方

内閣府 法改正等を実施。

・・・ＰＰＰ／ＰＦＩ事業を実施する上で明
らかになったり、地方公共団体・民間事
業者等から寄せられたりした課題や制
度面の障害事項等を適切に把握し解決
を図ること・・・が重要である。

新9 期間満了案件の効果検証を行う。
３．推進のた
めの施策

（７）その他
平成３０年度
から

内閣府 －

①事業期間が満了したＰＰＰ／ＰＦＩ事業
について、事業期間中に発生した効果・
課題等を官民双方の視点から検証する
とともに、まだ多くの地方公共団体でＰ
ＰＰ／ＰＦＩ事業の導入が進まない理由を
分析する。



PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）に新たに掲げる具体的取組案（各府省庁の回答） 　  　　
取組
番号

本取組の概要 章 節 期限 担当府省庁 平成29年度末までの取組
平成30年度以降の取組

（改定アクションプランの記載案）

新10
官民のリスク分担や契約条件等の実態
把握調査を行い、対策を検討する。

３．推進のた
めの施策

（７）その他
平成３０年度
から

内閣府 －

②官民が双方の強みを生かした適切な
役割分担でＰＰＰ／ＰＦＩ事業を実施する
ことにより、適切な民間事業者・投資家
が参画しやすくなるよう、官民のリスク
分担や契約条件等の実態把握調査を
行い、対策を検討する。

新11

国土交通省が、地域課題の確認から事
業化に至るまで支援することにより、中
小規模の地方公共団体における官民
連携事業の実施上の課題克服に資す
るモデルを形成し、全国に横展開を図
る。

３．推進のた
めの施策

（１）実効性
のあるＰＰＰ
／ＰＦＩ導入
検討・優先的
検討の推進

平成30年度
から

国土交通省
（総合政策
局）

－

④分野横断や広域連携による官民連
携事業など、中小規模の地方公共団体
における官民連携事業の実施上の課
題の克服に資するモデルの形成を図
る。
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